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国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

北
朝
鮮
特
定
貨
物
の
検
査
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法 

 

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
関
係
行
政
機
関
の
協
力
等
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

自
衛
隊
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
、
自
衛
隊
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査
そ
の

他
の
措
置
に
関
し
、
海
上
保
安
庁
の
み
で
は
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
海
上
に
お

け
る
警
備
そ
の
他
の
所
要
の
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。 

 

 


